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雨水流出抑制施設技術マニュアル 

●貯留・浸透施設の選択 

 貯留・浸透施設の選択は、東京都浸透能力マップ（東京都雨水貯留・浸透施設技術指針 P.15）等を利用し、設置場所

の地形並びに土地利用をもとに決定する。 

 

●貯留施設の貯留量 

 貯留施設の貯留量は、貯留施設の容量を用いて算出する。 

 

●浸透施設の浸透量 

浸透施設の浸透量は、比浸透量と飽和透水係数を用いて算出する。 

 ※ 飽和透水係数(f)＝0.14(m/hr) （東京都浸透能力マップによる） 

【浸透施設の浸透能力】 

施 設 名 浸透層の地質 設計浸透能 説   明 

浸透トレンチ 下末吉ローム 
0.658㎥/(m・hr) 

(※1) 

※1 管径 200mm、断面(0.75m×

0.75m)の場合の値。その他の構造

は、次頁を参照のこと。 

浸 透 ます 下末吉ローム 
1.710㎥/(個・hr) 

(※2) 

※2 ますの径 500mm、断面(0.75m

×0.75m)の場合の値。その他の構

造は、次頁を参照のこと。 

透水性舗装 下末吉ローム 0.02㎥/(㎡・hr) 貯留量とする。(歩道) 

透水性舗装 下末吉ローム 0.05㎥/(㎡・hr) 貯留量とする。(駐車場) 

透水性平板 下末吉ローム 0.02㎥/(㎡・hr) 貯留量とする。(歩道) 

芝地・植栽等 下末吉ローム 
植 栽： 0.05㎥/(㎡・hr) 

グ ラ ン ド：0.002㎥/(㎡・hr) 
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●飽和透水係数 0.14m/hrを利用しての一般家庭用浸透施設の比浸透量、単位浸透量、単位貯留・浸透量 

(1) 浸透ます 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 浸透トレンチ 
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●浸透ます 

（1） 浸透ますは、ますの周辺を砕石で充填し、集水した雨水をその底部及び側面から地表の比較的浅い部分に浸透さ

せるものである。 

（2） ます本体は透水構造とし、有孔コンクリートやポーラスコンクリートが用いられる場合が多い。 

（3） ますの上部構造は、その集水目的に応じて宅地ます、U 型ます、街渠ます等の通常の側溝及びます蓋を使用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

浸透ますの例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-4- 

●浸透トレンチ 

（1） 浸透トレンチは浸透機能と通水機能を有し、流入した雨水を透水管より砕石を通して地中へ分散浸透させるもので

ある。 

（2） 透水管は有孔管又はポーラス管を標準とするが、管底部は懸濁物質が砕石中へ流入するのを防止するために原

則として透水構造とはしない。 

（3） 砕石の全面をくるむように透水シートを敷設し、普通土で埋め戻す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

浸透トレンチの例 

 

 

（解説） 

浸透トレンチを接続する場合には、浸透トレンチの流出側の管底を流入側の管底より高い位置で接続する。 

 

 

 

 

 

浸透トレンチの接続 
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●透水性舗装(貯留量とする) 

透水性舗装は原則として下記による。 

（1） 透水性舗装は、歩道、自転車道及び自動車交通の少ない生活道路、駐車場に用いる。 

（2） 舗装材料、構造は、路床から遮断層用砂、クラッシャラン(C-30)又は再生クラッシャラン(RC-30)、アスファルト混合

物(開粒 2号)の順とする 

（3） 設計上の貯留量は、歩道・自転車道で 20mm、駐車場で 50mm とする。 

 

透水性舗装の標準構造 

 

 

 

 

 

 

 区分Ⅰ：歩道や自転車道で、専ら歩行者及び自転車の通行を想定した場合。 

 区分Ⅱ：公園や商店街の歩行者系道路で、歩行者や自転車以外に管理用車両や限定された一般車両の通行を想定 

した場合。 

 

（解説） 

透水性舗装は、多くが関東ロームの地山を路床土として再利用するために土を乱してしまうので、浸透能を低下させ

てしまう(～1mm/hr)。また、表層の開粒アスファルトも竣工直後は透水性が極めて大きいが(50mm/hr)が、数か月で劣化

しやはり期待できない。従って、ここでは透水性舗装の評価として浸透量ではなく、貯留量で 20～50mm とした。 
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●透水性平板(貯留量とする) 

透水性平板舗装は、原則として下記による。 

（1） 透水性平板舗装は、荷重の比較的少ない歩道等に用いる。 

（2） 乗入部での舗装は認められていない。 

（3） 透水性平板舗装は路床から、遮断用砂、クラッシャラン(C-30)、又は再生クラッシャラン(RC-30)、透水性シート、

敷砂、透水性平板(またはインターロッキングブロック)の順とする。 

（4） 設計上の貯留量は、20mm とする。 

（5）  

透水性平板舗装の標準構造 

 

 

 

 

区分Ⅰ：歩道や自転車道で、専ら歩行者及び自転車の通行を想定した場合。 

 

（解説） 

1.構造 

1）透水性平板より浸透した雨水は、砂、砕石を経て地盤に浸透するが、路盤の締め固めが不均等の場合には、路盤 

の雨水の移動によって敷砂が流され、部分的に陥没する場合がある。施工にあたっては、この点に十分注意すると 

ともに、斜面部への適用は避けたほうがよい。 

2）透水性平板舗装、インターロッキングブロックを用いる場合には、目地からの浸透の他、ブロック自体も透水性のも 

のにする。 

2.設計浸透能と施設規模 

透水性舗装と同様、設計上､貯留量 20mm とする。 
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●その他の浸透施設 

雨水地下貯留浸透施設 

（1） 空隙貯留浸透施設は集水（泥ため）ます、流入管、オーバーフロー管、充填材、敷砂及び透水シートより構成され

る。 

（2） 貯留浸透施設は貯留機能と浸透機能を持たせたもので、形状や寸法を自由に選定でき、上部を道路、駐車場、緑

地、スポーツ施設等として利用できる。 

（3） また、施設内に別途貯留槽を設け、雨水の有効利用を図ることもできる。その場合、洪水時に利用可能な容量を貯

留対策量とする。 

（4） 流入土砂による空隙の閉塞や浸透機能の低下を防止するため、対象雨水を比較的清浄な屋根雨水とし、流入前に

泥ためますや目詰まり防止装置の設置が必要になる。 

（5） 充填材料は空隙率が高く､上載荷重や側圧に十分に耐力がある材料を選定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

雨水地下貯留浸透施設の標準構造 

 

（解説） 

既成の二次製品（下図参照）についても安全上の配慮がなされていれば使用することが可能である。なお、目詰まり

防止装置についてはその機能を維持するために維持管理を十分に行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

既製品の例 
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●植生 

土砂流出の防止や地表の浸透能を高めるために、必要に応じ植生工を行う。 

 

土地利用別浸透能評価 

土地利用 浸透能(mm/hr) 評価 

畑地 130 

良好 
芝地 50 

植栽 50 

草地 50 

裸地 2 
不良 

グランド 2 

 

 

●浸透施設の排水 

浸透施設の排水は、できるだけ高い位置で排水施設と接続して行う。 

（解説） 

浸透施設を有効に働かせるには、放流先への接続口（放流口）をできるだけ高くして十分な水頭圧をかける必要があ

る。また、排水設備からの逆流を防止するためにも接続位置を高くする。さらに、悪臭を防止するにはトラップを設ける。 

 

 

 

 

 

 

 

排水設備との接続例 
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●維持管理 

１ 清掃 

貯留・浸透施設の管理者は、流出抑制機能を保持するために清掃等の維持管理を行う。 

 

（解説） 

貯留・浸透施設の機能を保持するための維持管理としては、排水溝および放流孔の清掃と土砂除去等がある。浸 

透施設では、水洗洗浄方式により目詰まりを除去し、機能の維持、回復を図ることが望ましい。なお、公園等との兼用 

施設となる場合は、機能維持だけでなく、利用者の安全に配慮して管理を行う必要がある。 

維持管理のための点検には定期点検と非常時点検がある。定期点検は梅雨時期や台風シーズンを考慮して年 1  

回以上行い、別途、利用者等から施設の破損等の通報があった場合には非常時点検を行い施設の補修を行う。点 

検、補修を効率的に行うためには維持管理のマニュアルを作成し、それに従って行動することが有効である。なお、施 

設によっては簡易な清掃（日常点検）を行う管理者と破損等がみられた場合に補修・機能回復（大規模補修等）を行う 

管理者が異なる場合もみられるが、両者は互いに連絡を取り合い施設の機能維持に努める必要がある。 

 

（１）貯留施設の清掃 

点検結果に基づき、土砂、ゴミ、落葉等の清掃、放流施設等の詰まりの解消の他、周辺施設の清掃を行うことが必要

である。出水後は法面、放流孔に付着したゴミ類を取り除く。 

（２）浸透施設の清掃 

点検結果に基づき、浸透施設の機能維持を目的として清掃を行う。清掃内容は、土砂、ゴミ、落葉等の清掃、目詰まり

防止装置等の詰まりの解消があり、同時に周辺施設の清掃を行うことが重要である。高圧洗浄機を使用する場合には

目詰まり原因となる微細な土などを浸透面に押し込んだりして浸透機能が低下しないよう注意が必要である。又､洗浄水

等が浸透施設内に流入しないように注意する。 

 

２ 機能回復 

貯留・浸透施設は、施設の破損や沈下等によりその機能が発揮できなくなった時は、速やかに補修等により機能回復を

図る。 

 

（解説） 

貯留施設は、オリフィスが破損、閉塞すると機能しなくなる。また浸透施設は、浸透面が破損して目詰まりを起こすと 

浸透能力が低下する。そこで、施設の破損等が見られた場合には補修等を行いその機能回復に努める必要がある。 

 

（１）貯留施設の機能回復 

排水溝、放流孔付近の清掃、土砂除去により機能回復を図る。又､施設の破損や地表面の陥没、沈下が発生した場

合には補修を行う。補修で対応できないものは交換や新規に設置しなおす。特に放流施設の破損は雨水流出抑制機能

に影響を与えるため、早急な対応が必要である。また、貯留部の周囲堤に亀裂が見られる場合には決壊のおそれも考

えられるので早急に補修を行うなどの対応が必要である。 

（２）浸透施設の機能回復 

浸透施設は、目詰まり等により浸透機能が低下し、水が溜まったり、地区外へ溢水することが考えられる。浸透施設

は、外見だけでは機能の低下を判断しにくいため、施設の構造形式や土地利用、浸透施設への流入水の性状を十分把

握して清掃、洗浄等により機能維持、回復を図ることが必要である。施設の破損や地表面の陥没、沈下が発生した場合

には補修を行い、補修で対応できないものは交換や新規に設置しなおすなどの対応が必要となってくる。 


